
いじめ防止基本方針 
諌早市立小野小学校 

 

【学校教育目標】 

 
「元気いっぱい」 「笑顔いっぱい」 「夢いっぱい」 

１ 安心安全で、秩序とぬくもりのある学校 

２ 子どもが主体的に学び、力を付ける学校 

３ 子どもが家庭や地域とともに輝く学校 

 

 

【めざす児童像】 

１ <笑顔いっぱい(徳育)> 

２ <元気いっぱい(体育)> 

３ <夢いっぱい (知育)> 

 

【めざす学校像】 

「言葉」で子どもを育てる学校 

(ほめる・支える・後押しする 言葉) 

 

 

【いじめ防止対策委員会】 

 平成２５年６月２８日公布の「いじめ防止対策推進法」第２２条に基づき、いじめの防

止等に関する措置を実行的に行うため、本校に「いじめ防止対策委員会」を設置する。 

「いじめ防止対策委員会」は、いじめの未然防止や早期発見に尽力するとともにいじめ

が起こった場合の適切かつ迅速な対処を行う。日頃から教育相談等の充実を図り、子ども

たちの心に寄り添った教育活動が行えるよう努める。 

 

【役割】 

１ いじめの防止等に関する措置を実行的に行うための組織である。 

２ いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。 

３ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に関わる情報の収集と 

  記録、共有を行う役割を担う。 

４ いじめに組織的に対応するための中核としての役割等を担うものである。 

 

[構成メンバー] 

・校長 ・教頭 ・教務主任 ・生活指導主任 ・学年主任 ・教育相談担当 

・養護教諭 ・学級担任 

※ 必要に応じて、心のケア相談員、学校評議員、学校支援会議委員、民生委員、 

   主任児童委員、その他外部関係者等 


